
白川町教育委員会告示第６号 

 

 白川町立小中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年２月２５日 

 

                 白川町教育委員会教育長  鈴 村 雅 史 

 

白川町教育委員会規則第２号 

 

白川町立小中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

白川町立小中学校管理規則（平成１２年白川町教育委員会規則第２号）を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（共同学校事務室） （学校運営支援室） 

第１８条の２ 教育委員会は、学校事務を

共同で実施するため、白川町立小中学校

共同学校事務室を置くことができる。 

第１８条の２ 教育委員会は、学校事務を

共同で実施するため、白川町立小中学校

運営支援室    を置くことができる。 

２ 前項に規定する共同学校事務室の組織

及び運営に関する事項は、教育委員会が

別に定める。 

２ 前項に規定する支援室        の組織

及び運営に関する事項は、教育委員会が

別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


